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【今回協議を求める件】 

① 感染拡大防止に向けた政府の考え方（検査・医療体制、対応を求める際の客観的基準、

緊急事態宣言の発令要件など）に関する見解を早急かつ明確に示すこと。 

② 医師が必要と判断する者全員が PCR 検査又は抗原検査を受けられるよう、検査実施機

関・実施者の拡大（医師や医師の監督の下での検査を緩和）を行うこと。また、感染流

行地域の医療・介護・福祉・保育従事者・学校の教師などのエッセンシャルワーカーに、

月 2 回の定期検査を公費で行うこと。 

③ 感染拡大防止にさらに万全を期するとともに、陽性者が必要な医療等を受けられるよ

う体制を整えること。感染状況や医療体制などの現状について国民に正確に情報を開

示すること。 

④ 医療機関等の経営支援を速やかに行うこと。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、簡便な手続きで速やか

に給付するとともに、対象をすべての企業とし、雇用形態を問わずすべての労働者に対

して支給すること。また、失業給付の上限額を遡って休業支援金・給付金と同程度に引

き上げること。さらに、事業主の了承を得ずに申請した場合でも事業主は当該労働者に

不利益な取り扱いをしてはいけないこと、シフト制のアルバイトでシフトが減った場

合も対象になることをＱ＆Ａ等に明記した上で、事業主及び労働者に周知徹底するこ

と。 

⑥ 収入が大幅に減少しているにもかかわらず、支援が十分でない個人・企業への追加対策

を検討すること。（休業手当が受けられない学生バイト、融資が受けられない企業等） 

⑦ 介護報酬・診療報酬等の特例の自己負担増分を公費負担で行うこと。 

⑧ Go To キャンペーンについては、全国一律の実施は一旦見直し、自治体等の意見を聞

いた上で地域の実情に応じた支援策とすること。 

⑨ 雇用調整助成金は、4 月 1 日からの拡充措置を、現行 9 月 30 日までから当面 12 月 31

日まで期間延長すること。 

⑩ 政府の対策の検証や予備費のあり方、新型コロナウイルス対策のための法改正等が必

要であり、速やかに国会を開催して審議を行うこと。 

 

 

 

 



【継続的に協議を求める件】 

① 災害時の感染拡大防止策を徹底すること。特に、現地に赴くボランティアや派遣行政職

員等に対する検査の実施などについて、政府の方針を明らかにすること。 

② 休業要請を行う場合には補償もセットにすることをはじめ、新型インフルエンザ特措法

改正に関する政府の考え方を早急に明らかにすること。 

③ 持続化給付金・家賃支援給付金の対象者及び内容の拡大をすること。 

④ 小学校休業等対応助成金の活用を促進するため、個人申請方式を導入すること。少なく

とも既に取得した休暇に対する支給については個人申請方式とすること。 

⑤ 専任の広報官の設置を改めて政府に強く求める。 

⑥ 就労支援施設を利用する障がい者の工賃の減少に対する支援を行うこと。 

 

 

 

以 上 


